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平成２９年１０月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年９月４日 

 

判     決 

当事者の表示 別紙「当事者目録」記載のとおり 

 

主     文 

１ 被告は、原告に対し、４２７０万円及びこれに対する平成２８年４月１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文第１項と同旨 

第２ 事案の概要 

本件は、有限会社Ａ（以下「滞納会社」という。）に対して租税債権を有す

る原告が、被告が滞納会社の簿外資金から法律上の原因なく利得を得たことに

より、滞納会社が被告に対して有していた不当利得返還請求権を差し押さえた

として、被告に対し、国税徴収法６７条１項の取立権に基づき、利得金４２７

０万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成２８年４月１日から支払済み

まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実（末尾に証拠等を掲げない事実は、当事者間に争いがない。） 

（１） 当事者等 

ア 滞納会社は、鳥取県●●市内に本店を置き、無店舖型性風俗特殊営業の
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経営等を目的として、平成１８年４月●日に設立された株式会社（特例有

限会社）であり、Ｂ（以下「Ｂ」という。）は、平成２４年６月３０日ま

で、滞納会社の代表取締役であったほか、代表取締役に就任していない期

間についても、滞納会社の実質的経営者であった（甲１、４、１２）。 

イ 被告は、①滞納会社の設立日である平成１８年４月●日から平成２３年

７月３１日まで及び②同年９月２１日から平成２４年５月１０日まで滞

納会社の取締役であって、上記①の取締役在任中、概ね滞納会社の経理責

任者として、その経理事務全般の処理を担当していた者である（甲４ない

し６、乙４）。 

（２） Ｂと被告との関係等 

被告は、平成１６年１０月頃、Ｂと交際を開始し、平成２０年頃、鳥取

県●●市のアパート（以下「アパート」という。）で同居を開始し、内縁

関係となった。被告とＢは、同年１１月、同市の一軒家（以下「自宅」と

いう。）に転居し、平成２２年４月５日に婚姻したが、同年６月頃に別居

し、同年８月頃、同居を再開したものの、平成２３年８月、再度別居し、

同月１９日に離婚した。（甲４ないし６、乙４） 

（３） 滞納会社による簿外資金の捻出 

被告は、滞納会社の設立直後から、Ｂの指示で、実際の売上よりも少額

の売上を会計帳簿に計上し、その差額の現金を得る方法で滞納会社の簿外

資金を捻出し、この簿外資金は、アパート又は自宅に置いていた金庫（以

下「本件金庫」という。）において保管されていた（甲５）。 

（４） 被告又は被告の母名義の口座への入金 

被告は、本件金庫内から、合計４２７０万円を取り出し、次のとおり、

７回にわたり、Ｃ證券株式会社米子支店の被告名義の振替口座（以下「被

告名義口座」という。）及び被告が管理していた同支店の被告の母である

Ｄ名義の振替口座（以下「母名義口座」という。）に入金した（以下、各
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入金を併せて「本件各入金」といい、そのうち被告名義口座に入金された

１２７０万円の金員を「本件１２７０万円」、本件１２７０万円の入金に

よる預金を「本件被告名義預金」、母名義口座への入金分３０００万円の

金員を「本件３０００万円」といい、これらを一括するものとして「本件

金員」という。）（被告が母名義口座を管理していたことにつき、甲５、

９、弁論の全趣旨）。 

ア 平成２１年４月１４日  ５００万円  被告名義口座 

イ 平成２１年６月１０日   ５０万円  被告名義口座 

ウ 平成２２年７月１６日 ２０００万円  母名義口座 

エ 平成２３年１月２４日  ５００万円  被告名義口座 

オ 平成２３年１月２５日  ２００万円  被告名義口座 

カ 平成２３年２月２１日   ２０万円  被告名義口座 

キ 平成２３年７月７日  １０００万円  母名義口座 

（５） 滞納会社に対する租税債権の存在 

原告（所轄庁・広島国税局長）は、滞納会社に対し、平成２８年３月２

２日時点で、既に納期限を経過した合計４５３５万９０６０円の法人税、

消費税及び地方消費税、復興特別法人税の各租税債権（加算税及び延滞税

を含む。）（以下、併せて「本件租税債権」という。）を有していた（甲

２）。 

（６） 債権の差押え 

原告は、滞納会社が被告に対して、本件金員につき不当利得返還請求権

を有するとして、本件租税債権を徴収するため、平成２８年３月２２日、

国税徴収法６７条１項に基づき、上記不当利得返還請求権を差し押さえた

（以下「本件差押え」という。）上、同日、被告に対し、債権差押通知書

及び弁済期限を平成２８年３月３１日とする差押債権支払催告書を送付し、

本件差押えの対象債権の支払を求めた。（甲７及び８の各１、２） 
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２ 当事者の主張 

（１） 原告の主張 

ア 本件金員を含む本件金庫内の金員の帰属 

本件金員は、Ｂ及び被告が滞納会社の機関として、滞納会社のために占

有していたものであって、Ｂが本件金員を自己の個人的な用途に費消する

時点までは、その所有権は滞納会社に帰属している。被告は、滞納会社が、

Ｂに対し、Ｂが本件金員をＢの私的な目的に費消することを黙示に承諾し、

その所有権がＢに移転したと主張するが、そのような事実はない。 

イ 滞納会社の損失と被告の利得の間に因果関係があり、被告による本件

金員の取得に法律上の原因がないこと 

（ア） 本件３０００万円 

被告は、滞納会社に帰属する本件３０００万円を自らが管理する母

名義口座に入金し、もって、法律上の原因なく同金員を取得し、滞納

会社は同額の損失を被った。 

（イ） 本件１２７０万円 

被告は、滞納会社に帰属する本件１２７０万円を被告名義口座に入

金し、もって法律上の原因なくして同金員を取得し、又は、同入金後、

本件被告名義預金を滞納会社のために預り保管していたところ、法律

上の原因なくして当該預金を取得し、滞納会社は、同額の損失を被っ

た。 

（ウ） 被告の主張に対する反論 

被告は、本件３０００万円はＢから離婚に際し、慰謝料として支払

を受け、本件１２７０万円については、Ｂから預かったものであり、

その後、Ｂが、離婚に際し、財産分与に代えて預け金返還請求権を黙

示的に放棄したことにより、本件被告名義預金を取得したと主張する

が、それらの事実はないし、そもそも、Ｂが支払うべき慰謝料等を滞
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納会社が支払う理由はないから、仮に、被告主張の趣旨で交付等がさ

れたとしても、被告が利得を得たことにつき法律上の原因がないこと

に変わりはない。 

ウ 仮に、被告が本件金員を取得する時点で、本件金員がＢに帰属し、Ｂ

が被告主張の名目で本件金員を交付等したとしても、被告の利得に法律上

の原因がないこと 

仮に、被告主張のとおり、被告が本件金員を取得する時点で、本件金員

がＢに帰属し、かつ、Ｂが被告主張の名目で被告に本件金員を交付等した

事実があったとしても、最高裁昭和４９年９月２６日第一小法廷判決・民

集２８巻６号１２４３頁（以下「昭和４９年最判」という。）の判示に照

らすと、本件金員が実質的に滞納会社に帰属している以上、滞納会社の損

失と被告の利得との間に因果関係があるというべきであるし、被告は、本

件金員が実質的に滞納会社に帰属することを知り、又は知らなかったとし

ても、そのことに重大な過失があるから、被告による本件金員の取得につ

き法律上の原因はないというべきである。 

（２） 被告の主張 

ア 本件金員を含む本件金庫内の金員の帰属及び滞納会社の損失と被告の

利得との間に因果関係がないこと 

金銭の所有権は、その占有の所在に随伴するところ、Ｂ個人が、その自

宅に持ち帰った金員の占有者は、Ｂ個人とみるべきである。そして、被告

は、Ｂ個人の指示により、本件金員を含む簿外資金をＢ及び被告の自宅に

置かれた本件金庫内に保管したから、本件金庫内に簿外資金が置かれた時

点で、同金員の占有はＢ個人に移転したというべきであり、滞納会社、実

際にはその代表者兼オーナーであるＢも、Ｂ個人が簿外資金を自宅に持ち

帰り、私的な用途に費消することを黙示に承諾していたのであって、Ｂや

被告が本件金庫内の金員を滞納会社のために占有していたのではない。し



 

 6 

たがって、本件金員についても、これが本件金庫内に置かれた時点で滞納

会社からＢ個人に移転したというべきである。実際にもＢは、本件金庫内

の金員をＢの個人的な使途で自由に処分していた。 

仮に、原告が主張するとおり、Ｂが自己の私的な用途に費消する時点で、

本件金庫内の金員の所有権がＢに移転するとしても、Ｂが本件金庫内の金

員を被告に対する慰謝料の支払に充てたり、Ｂが被告名義口座に入金する

よう被告に指示したりした時点で、その所有権はＢに移転することになる。 

だとすれば、いずれにせよ、被告の利得と因果関係があるのは、Ｂの損

失であり、滞納会社の損失と被告の利得との間に因果関係はない。 

イ 本件金員の取得に法律上の原因があること 

（ア） 本件３０００万円について 

被告は、平成２２年６月、Ｅと浮気したＢから離婚を切り出され、

離婚を前提に別居することを認めたが、Ｂは、その際、本件金庫内か

ら２０００万円を取り出し、被告に対し、同金員を使うようにと述べ、

被告に同金員を交付した。被告は、この２０００万円を母名義口座に

入金したから、同金員は、Ｂの被告に対する慰謝料の支払として交付

されたものである。 

また、平成２３年６月、Ｂの浮気が再度発覚し、被告は、同月末  

頃、Ｂから、本件金庫内に保管してある１０００万円は被告への慰謝

料であるから取っておくようにと言われ、被告は、同金員を本件金庫

内から取り出して、母名義口座に入金した。 

以上のとおり、本件３０００万円は、被告がＢから慰謝料として交

付を受けたものであり、法律上の原因がある。後記（イ）の経緯に照

らすと、滞納会社は、被告に対して本件３０００万円に係る不当利得

返還請求権を有していないと認識していたといえる。 

（イ） 本件１２７０万円について 
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被告は、Ｂの指示により、本件金庫内に保管されていたＢ所有の 

本件１２７０万円を被告名義口座に入金し、もって、Ｂは、被告に対

し、預け金返還請求権を有していた。 

その後、Ｂは、平成２３年８月１９日に被告と離婚し、被告がいっ

たん滞納会社の経理担当者に復帰したものの、平成２４年５月１０日

に滞納会社の取締役を辞任して経理事務から離れ、さらに、被告が滞

納会社に在籍していた間に滞納会社に貸し付けていた金員の残金４

２０万円につき、同年６月１日に滞納会社との間で４２回に分割して

弁済すること等を内容とする準消費貸借契約を締結し、その後、滞納

会社が支払を怠ったことから被告が滞納会社を相手取って提起した

貸金返還請求訴訟において、残金４００万円に遅延損害金２０万円を

加算した４２０万円につき２１回に分割して弁済する旨の訴訟上の

和解が成立したが、これら一連の過程において、滞納会社やＢが、上

記１２７０万円の返還請求権との相殺等を主張することはなかった。

このような経緯に照らすと、Ｂは、離婚に際し、被告に対し、黙示的

に財産分与に代えてＢの被告に対する１２７０万円の預け金返還請

求権を放棄し、これにより、被告に対する不当利得返還請求権を有し

ていないとの認識を有していたとみるべきである。したがって、被告

が、被告名義口座への入金分１２７０万円を取得することについても、

法律上の原因がある。 

ウ 昭和４９年最判により、被告の利得に法律上の原因がないとはいえな

いこと 

被告は、本件金庫内の金員が滞納会社とＢのいずれに帰属するかは明確

に認識していなかったのであり、滞納会社に帰属することを認識しつつ、

Ｂから本件金員の交付を受けたのではない。 

また、昭和４９年最判は、中間者がだまし取り、又は横領した金銭を弁
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済金として交付した事案であるが、本件では、上記アのとおり、滞納会社

の代表取締役兼オーナーであるＢが、滞納会社の黙示の承諾のもとで、被

告に本件金員を交付したのであり、事案が異なる。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前提事実、各事実末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認

められる。 

（１） 簿外資金の捻出状況やその管理状況等 

Ｂは、平成１７年７月１０日から個人で無店舖型性風俗特殊営業を営ん

でおり、被告は、その頃から、Ｂの事業につき経理事務を担当していた。

Ｂは，事業開始当初から、被告に対し、実際の売上よりも少額の売上を会

計帳薄に計上し、その差額の現金を簿外資金として捻出するよう指示し、

被告はこれに従って売上の一部を除外する経理処理をして、簿外資金を捻

出していた。被告は、滞納会社の設立後も、従前と同様、経理事務全般の

担当者として、法人税等の課税の一部を免れることなどを考えたＢの指示

に基づき、接客する従業員名や予約状況などが記載された受付票を帳簿で

ある売上集計表に転記するに際し、２割ないし３割程度売上を除外して計

上し、これにより、少なくとも１日４万円程度、１か月で１２０万円程度

の簿外資金を捻出し、これをアパートや自宅に置いていた本件金庫に入れ

て現金で保管していた。被告は、本件金庫の鍵を所持してこれを管理し、

Ｂからの指示により、本件金庫内の金員を、滞納会社の運転資金としてＢ

に貸し付けたり、いわゆるみかじめ料など表に出せない資金が必要な時に

Ｂに渡したりしていた。（甲５、乙４） 

（２） 滞納会社による修正申告 

滞納会社は、平成５７年５月２７日、売上の除外分として合計１億０９

９７万４０００円を加算修正するなどした法人税等の修正申告をした（甲



 

 9 

１２）。 

（３） 本件金庫内の金員の帰属や本件各入金時の認識等に関する被告の供述内

容 

被告は、平成２７年４月３０日に米子税務署財務事務官から、同年８月５

日に広島国税局財務事務官から、それぞれ税務調査を受けているところ、

それらの調査の際、本件金庫内の金員の帰属や本件各入金に関し、次のと

おり、供述した（甲５）。 

ア 本件各入金のうち被告名義口座への入金は、Ｂの指示によるものであ

り、母名義口座への入金は、被告が、被告名義口座に多額の入金をすると、

税務署に発覚すると考えたことや後でＢから返すよう言われないように

することを目的として、母に依頼して口座を開設してもらい、入金した。 

イ 本件金員の原資は簿外資金であり、本件各入金の当時、被告名義口座

及び母名義口座に入金された現金は滞納会社のものであると認識してい

たが、そのうち本件３０００万円は、Ｂから「いつか一人でやって行く

ときのために２０００万円はお前が取っとけ。」とか、「金庫の中にあ

る１０００万円は、慰謝料としてお前が取っておけ。」と言われて入金

したものであり、慰謝料として交付を受けたと認識していて、被告のも

のであると思っている。他方、本件１２７０万円は、Ｂから「やる」と

言われていないので、財産分与と考えてはいたものの、返すよう求めら

れたら返さなければならないと思っている。 

（４） 本件金庫内の金員の帰属等に関するＢの供述内容 

Ｂは、平成２７年７月２３日、広島国税局徴収部特別国税徴収官（財務

事務官）から、税務調査を受けているところ、その調査の際、本件金庫内

の金員の帰属に関し、次のとおり供述した（甲１２）。 

ア 本件金庫に触ることは基本的にはなく、被告がいるところで鍵を渡さ

れて開けたことがある程度で、自分一人だけで本件金庫を開けることは
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なかった。 

イ 本件金庫内の金員は、滞納会社のものであると考えている。 

ウ 被告と離婚するに際し、自らの役員報酬月額を全て渡しており、被告

に対し、被告のもとで貯まっていたものについては慰謝料として取って

おいてよいと言ったが、本件金庫内の金員は滞納会社のものと考えてい

るため、慰謝料として渡した金員には含まれていない。 

エ 売上除外資金については、滞納会社のものであり、納税資金に回した

いと考えているため、滞納会社に返してもらいたいと考えている。 

２ 検討 

（１） 本件金庫内の金員等の帰属について 

ア 前提事実及び上記１の認定事実によると、本件金庫内の金員は、その

金額が滞納会社の簿外資金であるところ、滞納会社の取締役であり、経

理事務全般を担当していた被告は、本件金庫の鍵を所持し、本件金庫を

管理していたものである。また、本件金庫内の金員は、経理担当者であ

った被告を通じ、滞納会社の公式非公式の運転資金や費用支出に充てら

れていたものである。さらに、滞納会社は、除外した売上を加算修正す

る修正申告を行っているところ、この売上除外分には本件金庫内に保管

されていた金員分が含まれているものと容易に推認され、滞納会社は本

件金庫内の金員が滞納会社に帰属するものと認識しているものと推認さ

れる。このような本件金庫の管理状況、本件金庫内の金員の使途、同金

員の帰属に関する滞納会社の認識内容に加え、上記認定に係る税務調査

におけるＢ及び被告の供述によれば、Ｂ及び被告は、本件金庫内の金員

が滞納会社に帰属するものと認識していたと認められ（なお、被告の陳

述書（乙４）には、本件金庫内の金員が滞納会社とＢのいずれに帰属す

るかは明確に認識していなかった旨の記載があるが、上記認定のとおり、

被告は、滞納会社の経理事務全般を担当し、簿外資金を捻出する目的で
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あることを認識しつつ、売上の一部を除外する経理処理を行い、このよ

うな処理によって捻出された簿外資金が本件金庫内に保管されているこ

とを当然に認識していたはずであり、また、Ｂの指示により、本件金庫

内の金員が滞納会社の運転資金等に充てられていることも当然に認識し

ていたはずであって、にもかかわらず、本件金庫内の金員が滞納会社に

帰属するものであることを明確に認識していなかったとは考えにくく、

税務調査時におけるＢ及び被告自らの上記供述内容に照らし、採用でき

ない。）、このような本件金庫内の金員の帰属主体についての被告及び

Ｂの認識にも照らせば、本件金庫内の金員は，滞納会社の資産であり、

被告及びＢは、滞納会社の機関として、滞納会社のために本件金庫内の

金員を代理占有していたに過ぎないものと認めるのが相当である。した

がって、本件金庫内の金員の所有権は、滞納会社に帰属すると認められ

る。 

イ また、前提事実（４）に加え、上記１（３）イの被告の供述及び証拠（乙

４）によれば、被告は、本件１２７０万円につき、Ｂから具体的な目的を

示されないまま、単に入金するよう指示を受けて、滞納会社に帰属する本

件金庫内の金員を入金したに過ぎないものと認められ、これらの事情によ

れば、被告が本件１２７０万円を入金した時点で、これを自らの財産とし

て取得したものとは認め難く、被告が、本件被告名義預金を滞納会社のた

めに管理していたものであって、当該預金は滞納会社に帰属するものと認

めるのが相当である。 

ウ 被告は、Ｂ個人が自宅に持ち帰った金員の占有者はＢ個人であるとみ

るべきところ、被告は、Ｂの指示により、本件金員を含む簿外資金をＢ及

び被告の自宅に置かれた本件金庫内に保管したのであるから、本件金庫内

に簿外資金が置かれた時点で、本件金庫内の金員の占有がＢに移転し、も

って、当該金員の所有権もＢに移転したとみるべきであり、実際にも、Ｂ
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は、本件金庫内の金員を個人的な使途で自由に処分していたと主張する。 

しかしながら、滞納会社は、法人税等の課税の一部を免れるため、売上

の一部を除外する帳簿操作を行って簿外資金を捻出したものであり、Ｂが

これを自宅に置かれた本件金庫内において保管することにしたのは、その

存在が税務当局に発覚するのを避けるため、隠匿しようとしたからである

ことはおよそ明らかであって、このような簿外資金を滞納会社の事務所内

や預貯金等として保管せず、これをＢが自宅に持ち帰り、自宅内の本件金

庫内で保管していることをもって、直ちに本件金員の占有がＢ個人のため

に行われ、占有が移転したとみることはできない。また、Ｂが、本件金庫

内の金員の一部を自らの個人的な使途に費消していた事実があったとし

ても、当該使途に費消した部分についてのみ、その占有及び所有がＢに移

転したとみることができるに過ぎず、本件金庫内の金員全額の占有がＢ個

人に移転したものとみることはできない。そして、上記認定のとおり、本

件金庫内の金員が滞納会社の運転資金等に充てられていたことや、その帰

属に関するＢ及び被告の認識内容にも照らすと、簿外資金がＢの自宅に持

ち帰られ、本件金庫内において保管された時点で、その占有がＢ個人に移

転したとみるのは困難である。被告の主張は採用できない。 

エ また、被告は、Ｂが本件金庫内の金員を被告名義口座に入金するよう指

示した時点で、Ｂが私的な目的でこれを費消しようとした意図が発現し、

当該入金分の占有及び所有もＢに移転したと主張するが、上記イで認定し

たとおり、Ｂは、具体的な目的を示さないまま、被告に入金を指示したも

のであり、その時点でＢがこれを私的な目的で費消する目的が発現してい

たとは認められないから、被告の主張は前提を欠き、採用できない。 

（２） 被告が本件金員を取得した時点での本件金員の帰属並びにこれを前提と

する因果関係及び法律上の原因の有無 

ア 上記（１）で認定したとおり、本件金庫内の金員及び本件被告名義預
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金は、滞納会社に帰属していたと認められるところ、被告は、本件金庫

内から本件３０００万円を取り出し、これを母名義口座に入金してこれ

を取得したものと認められ、弁論の全趣旨によれば、被告は、本件１２

７０万円を原資とする本件被告名義預金について、本件差押えの時点ま

でにこれを返還しない意思を示したと認められるから、被告は、本件差

押え時までに、本件金員を取得したものと認められる。そして、このよ

うな本件金員の取得に至る状況によれば、被告は、滞納会社に帰属して

いた本件３０００万円及び本件被告名義預金を直接取得したものと認め

られるから、被告の利得と滞納会社の損失との間に因果関係があること

は明らかであり、また、弁論の全趣旨によれば、被告が滞納会社の金員

等を取得することにつき、法律上の原因はないと認められる。 

イ 被告は、Ｂは滞納会社の代表者として本件金庫内の金員等をＢが私的

な目的に費消することを黙示に承諾し、これを受け、Ｂは被告に対し本件

金庫内の本件３０００万円を慰謝料の支払に充て、その時点で、上記３０

００万円の所有権がＢに一旦移転した、と主張する。また、被告は、本件

被告名義預金につき、Ｂは、平成２３年８月１９日に被告と離婚するに際

し、財産分与に代えて黙示に預け金返還請求権を放棄したと主張しており、

当該黙示の意思表示の時点で、本件被告名義預金が滞納会社からＢに一旦

移転した旨をも主張するものと解される。そして、被告は、滞納会社が、

預け金返還請求権を黙示に放棄したことや、被告に対する本件金員に係る

不当利得返還請求権を有していないとの認識を有していることを裏付け

る事情として、被告が滞納会社に在籍していた間に滞納会社に貸し付けた

金員の返済に関し、準消費貸借契約を締結したり、被告が滞納会社を相手

取って提起した貸金返還請求訴訟において、訴訟上の和解を成立させたり

したが、滞納会社は、その一連の過程において、預け金返還請求権又は本

件金員に係る不当利得返還請求権の存在やこれによる貸金返還請求権と
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の相殺等について、何ら主張もしなかったことを指摘し、これに沿う記載

がある被告の陳述書（乙４）、金銭消費貸借契約書（乙１）、貸金返還請

求訴訟の和解調書（乙３）を提出するほか、上記１で認定したとおり、被

告は、税務調査の際、本件３０００万円を慰謝料として取得した旨供述し

ている。 

しかしながら、そもそも、被告自身、本件３０００万円のうち２０００

万円は、Ｂが浮気をしたという確信に基づき慰謝料と認識したとか、本件

１２７０万円につき財産分与として支払う旨の明確な合意はなく、Ｂから

返還を求められることがなかったため、財産分与の代わりと理解したなど

と、被告の認識が、自らの一方的な解釈、理解に基づくものである旨陳述

している（乙４、８）のであり、直ちにＢが被告主張の趣旨で本件金員を

交付等したことを裏付けるものとはいい難い。 

また、上記１で認定したとおり、Ｂは、被告に対し、本件金庫内の金員

を慰謝料として被告に支払った事実を否定する供述をしているところ、ほ

かに被告の陳述や供述を裏付けるに足りる証拠はない。 

さらに、被告が指摘する準消費貸借契約や訴訟上の和解が成立した時点

までの滞納会社の対応についてみても、これらの時点では、税務当局に本

件被告名義預金の存在が発覚してはいなかった（弁論の全趣旨）ところ、

これが滞納会社の簿外資金であり、隠匿目的で被告名義口座に預け入れら

れていたことに照らすと、滞納会社が、本件被告名義預金が自らに帰属し

ており、被告に対して預け金返還請求権を有していると認識していたとし

ても、税務調査前に行われた準消費貸借の締結時やその返還請求訴訟にお

ける和解の際に、簿外資金を原資とする本件被告名義預金の存在を秘匿す

るため、同預金に係る同請求権の存在をあえて明らかにしないとの対応を

取ることは十分考えられるから、滞納会社が何らその返還を求めていない

からといって、滞納会社が本件被告名義預金が自らに帰属していないとの
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認識を表明したとはいえない。そして、被告は、税務調査時において、本

件被告名義預金については、Ｂから交付する旨を告げられておらず、返還

を求められたらこれに応じなければならないとの認識を表明しているこ

と（上記１（３）イ）にも照らすと、Ｂが被告に対し、黙示に財産分与に

代えて預け金返還請求権を放棄したとは考えにくい。まして、上記経緯を

もって、滞納会社が、被告に対する不当利得返還請求権が存在しないもの

と認識していたとみることはできない。 

加えて、このようなＢによる滞納会社の資産処分につき、滞納会社が承

諾していたか否かについてみても、Ｂが滞納会社の代表者兼オーナーの地

位にあることをもって、滞納会社が同処分を黙示に承諾していたと推認す

ることはできず、ほかに同承諾の事実を裏付けるに足りる証拠もない。 

以上のとおり、Ｂが被告に対し、被告主張の名目で本件３０００万円を

交付したり、本件被告名義預金に係る預け金返還請求権を放棄したとは認

められず、それらの処分の際に本件３０００万円や本件被告名義預金がＢ

に帰属したとも認められず、また、そのようなＢの処分を滞納会社が黙示

に承諾していたことの事実も認められない。被告の主張は採用できない。 

ウ なお、仮に、被告が、Ｂから本件金員を慰謝料又は財産分与名目で取

得し、各取得の時点で、本件金員がＢに帰属しているとの被告の主張を

前提としても、前提事実及び上記１で認定した事実によると、Ｂは、本

件３０００万円が母名義口座に入金され、また、被告と離婚した時点で、

滞納会社の代表取締役であって、滞納会社に対し、善管注意義務及び忠

実義務を負っていたものであり、Ｂが滞納会社のオーナーを兼ねている

としても、滞納会社の従業員その他一般債権者との関係にも照らすと、

滞納会社の経営とは全く無関係であるＢの個人的な債務の弁済等のため

に、滞納会社の資産を私的な目的で自由に処分することは許されないと

いうべきであり、にもかからず、Ｂが滞納会社の資産を自らに帰属させ
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た上、滞納会社が何らの債務をも負っていない被告に対し、これを離婚

に伴う慰謝料として、又は財産分与に代えて交付等の処分をすることは、

滞納会社に対する横領行為ともいうことができるのであって、社会通念

上滞納会社の資産で被告の利益を図ったものといえるから、被告の利得

と滞納会社の損失との間に因果関係があるものということができる。 

そして、上記認定のとおり、被告は、本件金員の原資である本件金庫内

の金員や本件１２７０万円の預金が滞納会社に帰属するものであること

を認識していたものであり、これをＢが取得した上で被告に交付等の処分

をする合理的な理由がないことも当然に認識していたはずであるから、被

告が本件金庫内の金員から本件３０００万円を取り出したり、本件１２７

０万円を原資とする本件被告名義預金を自らのものとして取得したりし

た時点では、それらが実質的に滞納会社に帰属するものであることを認識

していたものと認めるのが相当である。このような被告の認識状況に照ら

すと、仮に、被告がＢから被告主張の名目で本件金員を取得したとしても、

被告が利得を得たことにつき、法律上の原因を欠くというべきである（昭

和４９年最判参照）。被告の主張はその前提となる事実に誤りがあり、ま

た、独自の解釈に基づくものであって、採用できない。 

３ 結論 

以上によれば、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、訴

訟費用の負担につき民事訴訟法６１条を、仮執行宣言につき同法２５９条１項

をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。 
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（別紙） 

当 事 者 目 録 

原告        国 

被告        Ｙ 


